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 (コード：3169  東証マザーズ) 

問合せ先 取締役管理部長  鈴木 裕之 

(TEL. 03-5723-8500) 

 

ベトナムにおける駐在員事務所設立に関するお知らせ 

 

当社は、ベトナム社会主義共和国のホーチミン市に駐在員事務所を設立いたしますので、お知らせします。 
 

記 

 

１．設立の理由 

本邦および海外における家具の生産拠点の中心が、中国からベトナムやインドネシア等の東南アジア

へシフトしていること、また日本人駐在員による現地生産品の品質管理による本邦入荷後の検品作業削

減、海外協力工場との商社を経由しない直接取引等による輸入コストの削減を目的として、ベトナムに

駐在員事務所を設立いたします。 

 

２．駐在員事務所の概要 

（１）名 称：在ホーチミン市株式会社ミサワ駐在事務所 

（英 文 名：The Representative Office of Misawa Co., Ltd. In Ho Chi Minh City.） 

（２）所 在 地：ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市内 

（英語表記：OIIC Building, 4th Floor, Room No. 401, 248-250 Nguyen Dinh Chieu Street,Ward 6, 

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.） 

（３）設 立 日：2014 年９月１日（業務開始日 2014 年 11 月１日） 

（４）事業内容：現地における情報収集・市場調査・海外協力工場の開発等 

 

３．業績への影響 

本件による平成 26 年３月 11 付「平成 26 年１月期 決算短信」に記載の平成 27 年１月期の連結業績

予想の変更はございません。 

 

 

 

以上 


